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令和７年５月２３日 

 

保 護 者 各 位 

                                 

                                 相模原市長 本 村 賢 太 郎  

（ 公 印 省 略 ） 

 

子どものための教育・保育給付兼子育てのための施設等利用給付における 

家庭状況調査（現況届）の実施について（依頼） 

 

保育所等施設の円滑な利用につきましては、日頃からご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。 

さて、保育所等施設の利用にあたっては、毎年、保育を必要とする事由の状況等を確認させていただいて

おります。（子ども・子育て支援法第２２条） 

これまでは書面で提出をお願いしていたところですが、今年度より原則オンライン（LoGoフォーム）での

回答となります。オンラインでの回答が困難な場合には、従来通り下記期間内に郵送または窓口でのご提出

も可能です。 

 

 オンライン（LoGoフォーム） 郵送または窓口提出 

回答（提出）期間 令和７年５月２３日（金）～７月１１日（金） 

回答（提出）方法 

以下のフォームから回答（現況届） 

ＵＲＬ

https://logoform.jp/form/oWjU/756907 

ＱＲコード 

 

 

 

 

※「保育を必要とする事由の証明書類」を 

PDF や画像等で添付 

 

市ホームページから 

① 現況届を印刷し、記入 

② 「保育を必要とする事由の 

証明書類」を紙で用意する 

      ↓ 

①と②を郵送または窓口へ提出 

※ 窓口開庁時間 ８：３０～１７：００ 

※ ホームページ掲載場所は裏面参照 

注意事項 
「保育を必要とする事由の証明書類」は世帯によって異なりますので、裏面を参照してください。 

現況届の未提出や記載内容が事実と異なる場合は、利用施設を退所していただく場合があります。 

 

※ 障害者手帳等を交付されている者がいる世帯や生活保護世帯は、利用者負担額が減免される場合があり

ますので、申告漏れがないようご注意ください。 

 

※ 次のいずれかに該当する場合、障害者手帳等を交付されている者となります。世帯内に障害者手帳等を

交付されている者がいる場合は、現況届にてお申し出ください。 

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている場合 

・特別児童扶養手当の支給対象児 

・障害基礎年金等を受給している場合 

 

※裏面もご覧ください。 

 

 

https://logoform.jp/form/oWjU/756907


保育を必要とする事由の証明書類 

保育を必要とする事由 証  明  書  類 妊娠中の場合 

就労している方 

父母それぞれの就労証明書（指定様式） 

※産休・育休中の方は休業等証明欄も記入 

※自営業の場合は、事業主が証明 

 

 

 

 

母子健康手帳の写

し（表紙と出産予定

日がわかるページ） 

求職中の方 なし 

就学している方 在学証明書およびカリキュラム等の写し 

疾病・障害の方 
診断書（保育できない状態である旨等の記載が必要）

または障害者手帳等の写し 

親族等を介護・看護して

いる方 

要介護者の診断書（常時介護を必要とする旨等の記載

が必要）、障害者手帳等または介護保険被保険者証の

写しおよび介護等スケジュール（任意様式） 

その他の理由 各子育て支援センターにお問い合わせください 

※ 出産前後の期間（５か月間）のみ保育所等施設を利用している場合は、証明書類の添付は不要です。 

 

 

＜現況届、各種証明書類の掲載場所＞ 

インターネット検索   相模原市 1030949   と入力するとスムーズにアクセスできます。 

ＵＲＬ  https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shinseisho_menu/hoiku/1030949.html 

ＱＲコード   

 

 

 

 

 

以 上   

 
 
お問い合わせ、不足書類の送付は各子育て支援センターへ 

☐緑子育て支援ｾﾝﾀｰ 〒252-5177 緑区西橋本 5-3-21 緑区合同庁舎３階 電話 042(775)8813 

☐同 城山担当 〒252-5192 緑区久保沢 1-3-1 城山総合事務所１階 電話 042(783)8060 

☐同 津久井担当 〒252-5172 緑区中野 613-2 津久井保健センター１階 電話 042(780)1420 

☐同 相模湖担当 〒252-5162 緑区与瀬 896 相模湖総合事務所２階 電話 042(684)3737 

☐同 藤野担当 〒252-5152 緑区小渕 2000 藤野総合事務所２階 電話 042(687)5515 

☐中央子育て支援ｾﾝﾀｰ 〒252-5277 中央区富士見 6-1-1 ｳｪﾙﾈｽさがみはら１階 電話 042(769)9267 

☐南子育て支援ｾﾝﾀｰ 〒252-0303 南区相模大野 6-22-1 南保健福祉センター３階 電話 042(701)7723 

 

きょうだい児等について、今後、保育所等施設の新規利用を希望している場合は、別に利用申込みが

必要です。令和８年度の保育所等施設の利用申込みは、１０月以降のご案内となる予定です。 

令和７年４月１日以降に、各子育て支援センターに上記の書類を提出しており、内容に変更がない場

合は、証明書類の添付または再提出の必要はありません。 

〇 オンラインで回答する場合 : Q18・Q19 で【提出済み】をチェックしてください。 

〇 郵送・窓口で提出する場合 : 現況届の備考欄にその旨を記入してください。 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shinseisho_menu/hoiku/1030949.html

